
  

給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出について 

  

 企業団では、給水装置工事主任技術者の選任・解任届出の受付を常に行っています。指定

給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者の選任又は解任したときは、遅滞なく

（30 日以内）、別記載の記入例を参考に下記の書類を提出してください。  

   

◎ 給水装置工事主任技術者の選任に必要な書類  

① 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第６号） 

② 給水装置工事主任技術者の免状（企業団で写しをとります。）  

③ 給水装置工事主任技術者の顔写真 1枚（24㎜×30㎜）  

  

◎ 給水装置工事主任技術者の解任に必要な書類  

① 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第６号） 

   

  

注意事項  

・届出書類は、原則、持参となりますので、事前に担当者の在席を確認してください。  

・届出書等に関する問い合わせ先   給水課給水係 ☎０２２５－９５－６７１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ishikousui.or.jp/files/libs/5181/202304280913245136.docx
https://www.ishikousui.or.jp/files/libs/5181/202304280913245136.docx


 

提出書類一覧  

 
注)１ 変更の日からであり、登記の日ではありません。  

注)２ 給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から 14日以内。届け出

を 30 日以内にしないときは、処分の対象になります。  

注)３ 選任時には、証明写真(24×30mm 位)を添付し、主任技術者証の原本を持参してください。  

  

  

  

  


